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Ⅰ. 外国公務員贈賄防止指針の令和 3 年 5 月改訂のポイント 
執筆者：勝部 純 

 

1 はじめに 
 

 OECD において採択された外国公務員贈賄防止条約を受けて、本邦においても、平成 10 年に不正競争防止法が改正され、外

国公務員贈賄罪が設けられました。そして、国際商取引に関連する企業における外国公務員等に対する贈賄防止のための自主

的・予防的アプローチを支援することを目的として、平成 16 年 5 月に経済産業省が｢外国公務員贈賄防止指針｣を策定し、以後、

OECD 贈賄作業部会による審査等を踏まえて、平成 29 年 9 月の改訂に至るまで、5 度にわたって同指針の改訂が行われてきま

した。 

 今般、OECD 贈賄作業部会のフェーズ 4 審査等を踏まえて、同指針の令和 3 年 5 月改訂版が公表されました。グローバルにビ

ジネスを行っている本邦企業においては、上記改訂を受けて、社内で策定している贈賄防止規程その他のコンプライアンス・プロ

グラムの内容や、贈賄防止のための実務対応を見直すことが望ましく、今般の改訂のポイントについて解説します。 

 

2 令和 3 年 5 月改訂のポイント 
 

(1) 企業に対するファシリテーション・ペイメント禁止の奨励 

 

 例えば、米国の FCPA(海外腐敗行為防止法)においては、外国公務員等による裁量のない決まり切った業務(routine 

governmental action)に関して行われる円滑化のための支払(いわゆるファシリテーション・ペイメント)については条文上で贈賄禁

止の例外とされています。他方、本邦の不正競争防止法においては、同様の条文上の例外規定は存在しません。 

 この点、過去の外国公務員贈賄防止指針においては、ファシリテーション・ペイメントについて、｢我が国の不正競争防止法にお

いては、少額の Facilitation Payments に関する規定を置いておらず、少額の Facilitation Payments であるということを理由として

は処罰を免れることはできない。少額の Facilitation Payments であるか否かにかかわらず、個別具体の事案において『国際的な

商取引に関して営業上の不正の利益を得るために』との要件を満たす場合には、外国公務員贈賄罪が成立し得る。｣との記載が

なされていました。 

 これに対して、OECD 贈賄作業部会のフェーズ 3 審査において、不正競争防止法上のファシリテーション・ペイメントの取扱いに

関する同指針の記載が不明確であるとの指摘がなされ、同指針の平成 27 年 7 月改訂において、ファシリテーション・ペイメントに
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関する記載が削除されました。 

 その後、OECD 贈賄作業部会のフェーズ 4 審査において、同指針の平成 27 年 7 月改訂においてファシリテーション・ペイメント

に関する記載が削除されたことにより、ファシリテーション・ペイメントが何を示すのか曖昧になっている等の懸念が示され、①外

国公務員贈賄防止条約と整合するようファシリテーション・ペイメントの定義と範囲を明確にすること、②企業に対して、それぞれ

の内部統制、倫理及びコンプライアンスに係るプログラム及び措置においてそうした支払を禁止するよう奨励すること、との勧告

が行われました。これを踏まえて、上記①及び②の点が同指針の令和 3 年 5 月改訂において盛り込まれました。 

 改訂前後の同指針の内容は下表のとおりです。 

 

改訂後(令和 3 年 5 月改訂版) 改訂前(平成 29 年 9 月改訂版) 

第 2 章 企業における外国公務員贈賄防止体制に

ついて 

(略) 

2. 企業が目標とすべき防止体制の在り方 

(略) 

(3) 社内規程の策定 

(略) 

○ スモール・ファシリテーション・ペイメント(Small 

Facilitation Payments: SFP)は、そのような支払

自体が｢営業上の不正の利益を得るため｣の利

益供与に該当し得ることから、SFP を原則禁止

とする旨社内規定に明記することが望ましい。 

 

(脚注 38) 

スモール・ファシリテーション・ペイメントについては

一義的な定義があるものではないが、例えば、通

常の行政サービスに係る手続の円滑化のための

少額の支払いとされることがある。当該スモール・

ファシリテーション・ペイメントが不正競争防止法に

違反するか否かについては、｢営業上の不正の利

益を得る｣目的の有無によって判断される。(略) 

第 2 章 企業における外国公務員贈賄防止体制に

ついて 

(略) 

2. 企業が目標とすべき防止体制の在り方 

(略) 

(3) 社内規程の策定 

(略) 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 

第 3 章 不正競争防止法における処罰対象範囲に

ついて 

(略) 

1. 外国公務員贈賄罪の構成要件(法第 18 条第 1

項関係) 

(略) 

(2) 語義の解釈 

(略) 

③ ｢営業上の不正の利益｣について 

(略) 

○ ｢営業上の不正の利益｣を得る目的の有無が問

題となり得る場合 

(略) 

(Ⅲ) その他 

○ 我が国の不正競争防止法においては、明示的

にスモール・ファシリテーション・ペイメント(SFP)

に関する除外規定を置いていないことから、外

国公務員等への金銭その他の利益の供与は、

例え少額であっても、｢営業上の不正の利益を

第 3 章 不正競争防止法における処罰対象範囲に

ついて 

(略) 

1. 外国公務員贈賄罪の構成要件(法第 18 条第 1

項関係) 

(略) 

(2) 語義の解釈 

(略) 

③ ｢営業上の不正の利益｣について 

(略) 

(新設) 
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得る｣目的を有する場合には不正競争防止法

違反になる。したがって、いわゆる SFP である

ということのみを理由としては処罰を免れること

はできない。 

 

(2) 企業への経済的損害が贈賄を正当化することはないことの明確化 

 

 令和 3 年 5 月改訂前の外国公務員贈賄防止指針においては、企業に発生が予測される損害を回避するために行うようなやむ

を得ない支払については｢営業上の不正の利益を得るため｣の利益供与に当たらない可能性を示す記載が存在していましたが
1、OECD 贈賄作業部会のフェーズ 4 審査において、｢企業への経済的な悪影響｣が贈賄を正当化し得ないことを同指針上明確に

するよう勧告がなされました。当該勧告を踏まえ、同指針の令和 3 年 5 月改訂において上記記載は削除されました。 

 

(3) その他の主な改訂点 

 

ア エージェント等の第三者の起用に関する社内規程の整備 

 

 エージェント等の第三者を起用することに関して、以下のような点を社内規程に盛り込むことが推奨されています。 

 

 DD においては、エージェント等の所在国/取引が行われる国、取引における外国公務員等との接点や関係性、エージェント

等の贈賄防止に係る社内規程の整備及び遵守状況、過去及び現在の贈賄リスク、政府機関等との取引における支出等を

調査項目として実施すること 

 契約条項には、エージェント等による贈収賄に関する法令遵守等の表明保証、エージェント等に対する調査・監査権限、請

求書等の資料・情報提供義務、取引等の記録保存義務、表明保証違反が認められた場合の解除権・損害賠償請求等の条

項を織り込むこと 

 委託する業務内容に比して支払う金額が合理的な金額であることを確認すること 

 

イ M&A の際における留意点 

 

 M&A の際の贈賄リスクに関する対応について、以下の点に留意することが推奨されています。 

 

 リスクベース・アプローチに基づき、贈賄リスクが高いと考えられる他企業の買収に当たっては、当該買収先企業に対する

DD を実施し、当該買収先企業が贈収賄関連法違反の問題を抱えていないかを精査すること 

 買収先企業のビジネススキームそのものが、高い贈賄リスクを抱えていないか(例えば、政府機関との取引が多いか、

贈賄リスクが高い地域における取引が多いか、行政機関の許認可取得が重要となるビジネスか等) 

 買収先企業の贈賄防止に係る社内規程の整備と実施状況(具体的には、コンプライアンス・マニュアルの整備、社内教

育の実施、リスク評価の実施、リスクを踏まえた監査の実施、エージェント等に対する評価・更新、エージェント等に対

する教育・管理、コンプライアンス違反があった場合の処分・是正措置等) 

 買収先企業において認識している過去及び現在の贈賄リスク(例えば、過去の社内通報窓口に対する通報案件や監

査の結果認識された贈賄案件等) 

 政府機関等との取引において、不自然な支出がないか(例えば、政府機関等との取引に関連する契約において、エー

ジェント等に対する多額な支払が認められないか、会計帳簿等に実際とは異なる費目の支出が認められないか等) 

 買収前の DD では、買収先企業の非協力や時間的制約等もあることから、例えば、買収直後にも、可能な限り早期に、事前

の DD で確認できなかった買収先企業が抱えるリスク事項の検証・監査を行うこと 

 買収前の DD で十分な情報が得られなかった場合、M&A 契約において、表明保証条項等の活用を検討することが考えられ

るが、当該条項を設けたとしても、リスクが直ちに解消されるわけではないことに留意すること 

                                                   
1  ｢ただし、例えば、拒絶したにもかかわらず、賄賂要求が継続しているような状況において、自社ないし従業員に発生が予測される損害を回避する

ために行うようなやむを得ない支払については、『営業上の不正の利益を得るため』の利益供与に当たらないと判断される可能性があり得る｣との

記載がなされていた。 
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 DD の結果、買収先企業に贈賄リスクが認められる場合、買収の見送りも含め、具体的な対応(買収案件の見直し、買収後

の経営統合作業(PMI)スケジュールの見直し等)について検討を行うこと 

 買収後の検証等により、想定しなかった問題やリスクが顕在化した場合には、早急に対策を検討し、必要があれば、関係機

関への報告も含め、是正措置を講ずること 

 買収後、買収先企業が適切に防止体制を構築・運用することができるように、必要に応じて親会社が子会社に対する支援

の実施を行うこと 

 

ウ 有事の際に刑事訴訟法上の合意制度の適用の申入れを検討すること 

 

 贈賄行為の可能性が高いと判断される場合は、弁護士への相談、捜査機関への通報、自首に加え、平成 28 年刑事訴訟法改

正において導入された｢証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度｣(いわゆる日本版司法取引制度)の適用の申入れを検

討することが推奨されています。 

 

エ 外国公務員贈賄罪の適用事例のアップデート 

 

 外国公務員贈賄罪の適用事例として、平成 29 年 9 月改訂版の外国公務員贈賄防止指針に掲載されていた 4 件に加え、5 件に

ついてアップデートされています。 

 

3 おわりに 
 

 外国公務員贈賄については、日本のみならず、米国の DOJ(司法省)及び SEC(証券取引委員会)、英国の MOJ(司法省)及び

SFO(重大不正捜査局)といった海外当局も頻繁に様々なガイドラインを公表・改訂しています。過去に社内で策定した贈賄防止規

程その他のコンプライアンス・プログラムについて、最新のベスト・プラクティスを反映した状態にアップデートしておくべく、定期的

に、また、当局によるガイドライン公表・改訂時に見直すことが、企業における贈賄リスク管理のために肝要といえます。 

 

以 上 

 

 

勝
かつ

部
べ

 純
じゅん

 
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 

j.katsube@nishimura.com 

2006年弁護士登録、2013年南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.)、2014年ニューヨーク州弁護士登録、

2017年カリフォルニア州弁護士登録。2014-2016年三井物産株式会社法務部アジア・大洋州法務室出向。会計不

正、競争法違反、品質不正事案のクロスボーダーの危機対応案件等を中心に手掛ける。 

近時のセミナーに｢企業が直面しているさまざまなリスクと危機管理体制の構築｣、｢いま会社が知るべき品質不正対

応の4つのポイント～あなたの会社を守るために何ができるのか～｣等。 

 

  

https://www.nishimura.com/ja/attorney/0317.html
mailto:j.katsube@nishimura.com
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Ⅱ. 最近の危機管理・コンプライアンスに係るトピックについて 
執筆者：木目田 裕、宮本 聡、髙林 勇斗、西田 朝輝、松本 佳子 

 

 危機管理又はコンプライアンスの観点から、重要と思われるトピックを以下のとおり取りまとめましたので、ご参照ください。 

 なお、個別の案件につきましては、当事務所が関与しているものもありますため、一切掲載を控えさせていただいております。 

 

【2021 年 4 月 21 日】 

消費者庁、｢公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書｣を公表 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/023965/ 

 

 消費者庁は、2021 年 4 月 21 日、｢公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書｣を公表しました。本報告書は、

2020 年 6 月 12 日に公布された改正公益通報者保護法 11 条 4 項 2に基づく指針として定めるべき内容についての検討結果を取

りまとめたものです。同報告書は、上記指針において、下記の内容を定めることが適当であるとしています。 

 周知のように、改正法では、公益通報対応業務従事者に守秘義務違反の罰則が適用されることになるので、下記内容のうち、

｢公益通報対応業務従事者を定める際には、書面による指定など、公益通報対応業務従事者の地位に就くことが公益通報対応

業務従事者となる者自身に明らかとなる方法を用いること｣とされている点が特に重要です。 

 

【公益通報対応業務従事者の定め(改正公益通報者保護法 11 条 1 項関係)】 

・ 内部公益通報受付窓口で受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関

して公益通報者を特定させる事項を伝達される者を、公益通報対応業務従事者として定めること 

・ 公益通報対応業務従事者を定める際には、書面による指定など、公益通報対応業務従事者の地位に就くことが公益

通報対応業務従事者となる者自身に明らかとなる方法を用いること 

 

【内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(改正公益通報者保護法 11 条 2 項関係)】 

・ 内部公益通報について部門横断的に対応する体制の整備 

 内部公益通報受付窓口を設置し、当該窓口に寄せられる内部公益通報を受け、調査等の必要な措置をとる部

署及び責任者を明確に定めること 

 組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置を講じること 

 内部公益通報を受け付けた場合には、正当な理由がある場合を除き、必要な調査を実施し、必要に応じて是正

措置等を講じること 

 公益通報対応業務に事案に関係する者を関与させない措置を講じること 

・ 公益通報者を保護する体制の整備 

 公益通報者の不利益取扱い及び公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲外に共有する行為(範囲外

共有)に対する適切な救済・回復の措置を講じること 

 公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除き、公益通

報者の探索を防ぐ措置を講じること 

 公益通報者の不利益取扱い、範囲外共有や公益通報者の探索を行った役職員に対し、諸般の事情を考慮し

て、懲戒処分その他適切な措置を採ること 

・ 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置 

 役職員及び退職者に対する教育・周知 

 公益通報者に対する是正措置等の通知 

 内部公益通報の対応に関する記録の保管、体制の定期的な評価・点検・改善、役職員に対する内部公益通報

                                                   
2  同条項は、｢内閣総理大臣は、第一項及び第二項・・・の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必

要な指針・・・を定めるものとする｣と規定しています。また、同条 1 項及び 2 項より、事業者は、公益通報を受け、当該公益通報に係る通報対象事

実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定めること、及び公益通報に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが求められています。 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/023965/
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受付窓口の運用実績の開示 

 必要な内部規程の策定及び運用 

 

【2021 年 4 月 23 日】 

外務省、｢ビジネスと人権｣ポータルサイトの立上げ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000799.html 

 

 外務省は、2020 年 10 月 16 日に策定した｢ビジネスと人権｣に関する行動計画 3において、中小企業における｢ビジネスと人権｣

への取組みに対する支援の一環として、｢ビジネスと人権｣に関するポータルサイト構築を通じた中小企業への情報提供を行うこと

を掲げたことを踏まえ、2021 年 4 月 23 日、｢ビジネスと人権｣に関するポータルサイトを立ち上げました。外務省は、今後、同ポー

タルサイト上で、国連、ILO、OECD の文書を始めとする有益な資料へのリンク等の参考情報を公開していく予定であるとしていま

す。 

 

【2021 年 4 月 28 日】 

公取委、改正｢フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について｣及び意見募集の結果を公表 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/apr/210428fcgl.html 

 

 公取委は、｢フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について｣を改正し、意見募集の結果と共に公表しまし

た。同改訂の内容については、本ニューズレター2021 年 2 月 26 日号(｢公取委、『フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上

の考え方について』の改正案を公表し、意見募集を開始｣)をご参照ください。 

 公取委は、意見募集で寄せられたコメントに対する考え方として、例えば、以下のような回答を行っています。 

・ ｢フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について｣3(1)アは、優越的地位の濫用に当たり得る行為の例と

して、｢本部が、加盟者に対し、契約期間中であっても両者で合意すれば契約時等に定めた営業時間の短縮が認められると

しているにもかかわらず、24 時間営業等が損益の悪化を招いていることを理由として営業時間の短縮を希望する加盟者に

対し、正当な理由なく協議を一方的に拒絶し、協議しないまま、従前の営業時間を受け入れさせること｣を挙げるが、例え

ば、｢加盟者からの協議の申し出に対し、本部が他の業務との関係から、加盟者が提案した日での協議に応じず協議の日

程を遅らせる場合｣は、上記｢正当な理由｣がある場合に当たる。この際、本部は、協議日程を遅らせる理由を協議の相手に

伝え、協議日程を再調整すべきである 4。 

 

【2021 年 4 月 28 日】 

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律、成立 

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204053.htm 

(閣議決定時)https://www.caa.go.jp/notice/entry/023336/ 

 

 2021 年 4 月 28 日、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律が成立しました。 

 本法律では、取引デジタルプラットフォーム提供者 5に対して、以下の事項が規定されています。 

 取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、①販売業者等と消費者との間の円滑な連絡を可能とする措置、②販売

条件等に関し消費者から苦情の申出を受けた場合における調査等の必要な措置、及び③販売業者等に対して必要に

応じて身元確認のための情報提供を求める措置を講ずる努力義務を課し(同法 3 条 1 項)、取引デジタルプラットフォー

ム提供者がこれらの措置を講じた場合にはその概要等を消費者に開示することとする(同法 3 条 2 項)。 

 内閣総理大臣は、内閣府令で定める重要事項について著しい虚偽表示等のある商品等が出品され、かつ、販売業者

等が特定不能など是正が困難な場合、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、当該商品等の販売停止等を要

請し(同法 4 条 1 項)、その要請を公表できる(同法 4 条 2 項)。 

                                                   
3  同行動計画の内容については、本ニューズレター2020 年 10 月 30 日号(｢外務省、『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)の策定を公表｣)

をご参照ください。 

4  ｢原案に対する意見の概要及びそれに対する考え方(フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方)｣106 番。 

5  取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 2 条 2 項で定義されています。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000799.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/apr/210428fcgl.html
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/corporate-crisis-management_210226.html
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204053.htm
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023336/
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/corporate-crisis-management_201030.html
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 消費者が損害賠償請求等を行う場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、必要な範囲で販売業者等の

情報の開示を請求できる(同法 5 条 1 項)。 

 

【2021 年 5 月 12 日】 

経産省、｢外国公務員贈賄防止に関する研究会 報告書｣及び｢外国公務員贈賄防止指針｣の改訂版等を公表 

(パブリックコメントの募集結果)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595221018&Mod

e=1 

(外国公務員贈賄防止に関する研究会 報告書)https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/anti_bribery/20210512_report.html 

(外国公務員贈賄防止指針)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/overviewofguidelines.html 

(外国公務員贈賄防止指針のてびき)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/ 

 

 経済産業省は、パブリックコメントの募集結果を踏まえて、｢外国公務員贈賄防止に関する研究会 報告書｣、｢外国公務員贈賄

防止指針｣の改訂版及び｢外国公務員贈賄防止指針のてびき｣を公表しました。 

 内容は、本ニューズレター2021 年 4 月 30 日号(｢経産省、『外国公務員贈賄防止に関する研究会報告書(案)』、『外国公務員贈

賄防止指針(改訂案)』、及び『外国公務員贈賄防止 指針のてびき(案)』を公表｣)をご覧ください。 

 

【2021 年 5 月 19 日】 

個人情報保護委員会、個人情報保護法ガイドラインの改訂案を公表 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000069&Mode=0 

 

 個人情報保護委員会は、個人情報保護法の 2020 年改正 6を踏まえた個人情報保護法ガイドラインの改訂案を公表しました。 

 主な改訂内容は下記のとおりです。 

 

(1) 不適正利用の禁止 

 

【改正個人情報保護法による規定】 

・ 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなら

ない(改正個人情報保護法 16 条の 2)。 

 

【個人情報保護法ガイドラインの改訂案】 

・ 個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事

例が例示された 7。 

 一例として、個人情報を提供した場合、提供先において個人情報保護法 23 条 1 項に違反する第三者提供がなされる

ことを予見できるにもかかわらず、当該提供先に対して、個人情報を提供する場合が挙げられている。 

 

(2) 個人データの漏えい等が発生した場合の個人情報保護委員会への報告 

 

【改正個人情報保護法及び同法施行規則による規定】 

・ 個人情報取扱事業者は、下記のいずれかの事態(報告対象事態)が生じた場合、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員

会に報告する義務を負う(改正個人情報保護法 22 条の 2、改正個人情報保護法施行規則 6 条の 2)。 

① 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等 8が発生し、又は発生したおそれがある事態 

② 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれ

                                                   
6  個人情報保護法の改正内容は、本ニューズレター2020 年 3 月 31 日号(｢『個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案』が閣議決

定｣をご覧ください。個人情報保護法施行令及び個人情報保護法施行規則の改正内容は、本ニューズレター2021 年 4 月 30 日号(｢個人情報保護

委員会、個人情報保護法施行令、個人情報保護委員会事務局組織令及び個人情報保護法施行規則を改正｣)をご覧ください。 

7  ｢個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部を改正する告示｣新旧対照表の 30 頁以下。 

8  漏えい、滅失若しくは毀損を指す(改正個人情報保護法施行規則 6 条の 2 第 1 号)。以下同じ。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595221018&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595221018&Mode=1
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/anti_bribery/20210512_report.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/overviewofguidelines.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/corporate-crisis-management_210430.html
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000069&Mode=0
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/corporate-crisis-management_200331.html
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/corporate-crisis-management_210430.html
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219180
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がある事態 

③ 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態 

④ 個人データに係る本人の数が 1000 人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態 

・ 上記の報告をする場合、個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会に対して、 

㋐ ｢速やかに｣、改正個人情報保護法施行規則 6 条の 3 第 1 項各号に定める事項 9を報告した上で(速報)、 

㋑ 当該事態を知った日から原則として 30 日以内に、上記㋐と同じ事項を報告する(確報) 

義務を負う(改正個人情報保護法施行規則 6 条の 3 第 1 項及び同条第 2 項)。 

 

【個人情報保護法のガイドライン改訂案】 

・ どのような場合が｢報告対象事態｣に該当するのか、具体例が明示された 10。 

 例えば、｢財産的被害が生じるおそれがある個人データ｣に、クレジットカード番号や、送金や決済機能のあるウェブ

サービスのログイン ID とパスワードの組み合わせが含まれることが明記された。 

・ 個人情報保護委員会に対する速報は、法令上は、｢速やかに｣実施することとされているが、具体的には、｢個別の事案によ

るものの、個人情報取扱事業者が当該事態を知った時点から概ね 3～5 日以内｣と明記された 11。 

 

(3) 利用停止等の措置 

 

【改正個人情報保護法による規定】 

・ 利用停止等 12及び第三者への提供の停止の請求権に係る要件が緩和され、法令違反の場合のみならず、｢本人の権利又

は正当な利益が害されるおそれがある場合｣にも請求可能とされた(改正個人情報保護法 30 条 5 項)。 

 

【個人情報保護法のガイドライン改訂案】 

・ 上記の｢個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある｣として、利用停止等又は第三者提供の停止が認められる場

合と、そうでない場合の具体例が明示された 13。一例として、以下の例が挙げられている。 

 利用停止等又は第三者提供の停止が認められる場合 

 本人が、DM や電話勧誘の停止を求めているにもかかわらず、個人情報取扱事業者が繰り返しこれらの行為を

行う場合 

 個人情報取扱事業者が、退職した従業員の情報を現在も自社の従業員であるようにホームページ等に掲載し、

これによって本人に不利益が生じている場合 

 利用停止等又は第三者提供の停止が認められない場合 

 インターネット上で匿名の投稿を行った者が、発信者情報開示請求による発信者の特定やその後の損害賠償請

求を免れるため、プロバイダに対してその保有する接続認証ログ等の利用停止等を請求する場合 

 

                                                   
9  ①概要、②漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目、③漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る

本人の数、④原因、⑤二次被害又はそのおそれの有無及びその内容、⑥本人への対応の実施状況、⑦公表の実施状況、⑧再発防止のための措

置及び⑨その他参考となる事項。 

10  ｢個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部を改正する告示｣新旧対照表の 46 頁以下。 

11  上記新旧対照表の 52 頁。 

12  利用の停止又は消去を指す(改正個人情報保護法 30 条 1 項)。以下同じ。 

13  ｢個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部を改正する告示｣新旧対照表の 168 頁以下。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219180
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219180


 

 

 

当事務所危機管理プラクティスグループは、経営責任追及が想定される重大な紛争・不祥事等の危機発生時の対応についてリーガルサービス

を提供しています。具体的には、(1)関係当局による調査・捜査への対応、(2)適時開示を含めた証券取引所対応、(3)監督官庁等の官公庁対

応、(4)マスコミ対応、に関する助言をするほか、国際的な案件では、外国法律事務所等との連携のもとに対応策を助言します。また、紛争・

不祥事発生の原因となった事実関係の調査をするとともに、対応策の一環として再発防止策の策定等を行います。これらの業務を遂行するに

当たっては関係当局での勤務経験を有する弁護士が関与することにより、実践的な対応を心がけています。危機予防的観点から、コンプライ

アンス・リスクマネジメント・内部統制に係る体制整備についての助言も行います。 

本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即応すべく、危機管理分野に関する最新の情報を発信することを目的として発行してい

るものです。 
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西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 

h.kimeda@nishimura.com 

主たる業務分野は、企業の危機管理・争訟。危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引事案、役

職員不祥事、情報漏洩案件、海外公務員贈賄案件、独禁法違反案件の対応等について種々の案件でアドバイス

している。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争

訟等を手掛けている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

s.miyamoto@nishimura.com 

2010 年弁護士登録、2017 年ボストン大学ロースクール卒業(LL.M.)、2017-2021 年東京地方検察庁検事、2021 年

弁護士再登録。企業不祥事案件に関する調査、助言、当局対応等の危機管理、訴訟、一般企業法務等に従事。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

y.takabayashi@nishimura.com 

2013 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。危機管理分野では、情報漏洩案件、独禁法違反案件、金商法違反案件への対応等に携わっている。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

a.nishida@nishimura.com 

2015 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。危機管理分野では、独禁法違反案件、制裁法違反案件、金商法違反案件への対応等に携わっている。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

ke.matsumoto@nishimura.com 

2017 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。 

 

https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0035.html
mailto:h.kimeda@nishimura.com
https://www.nishimura.com/ja/attorney/1223.html
mailto:s.miyamoto@nishimura.com
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0679.html
mailto:y.takabayashi@nishimura.com
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0804.html
mailto:a.nishida@nishimura.com
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0912.html
mailto:ke.matsumoto@nishimura.com
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